
�愛媛県告示第１９４６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

西条地方局産業経済部商工労政課並びに川之江市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに川之江市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
平成１５年１０月１０日金曜日 第１４９９号

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（５件）…………………１０５３

○ 大規模小売店舗を設置している者の変更の届出の概要等（５

件）……………………………………………………………………１０５６

○ 指定居宅支援事業者の指定（３件）………………………………１０５９

○ 地籍調査事業計画及び地籍集成図作成のための事業計画の公

示………………………………………………………………………１０５９

○ 新たな土地改良事業の施行の認可（３件）………………………１０６０

○ 新たな土地改良事業の施行の関係書類の縦覧（５件）…………１０６０

○ 土地改良事業の計画の変更の関係書類の縦覧……………………１０６１

○ 町営土地改良事業の施行の関係書類の縦覧………………………１０６１

○ 家畜人工授精師の免許証の交付……………………………………１０６１

○ 土地収用法に基づく事業の認定……………………………………１０６１

○ 道路の区域変更（県道上尾峠久万線）……………………………１０６２

○ 道路の区域変更（県道八幡浜宇和線）……………………………１０６２

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………１０６２

告 示

○ 道路の区域変更（県道節安下鍵山線）……………………………１０６３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………１０６３

○ 公聴会の開催（５件）………………………………………………１０６３

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………１０６５

公 告

○ ミリ波ネットワークアナライザの購入……………………………１０６５

○ 通信機器の借入れ……………………………………………………１０６６

正 誤

○ 平成１５年９月３０日付け第１４９６号愛媛県地方労働委員会告示第

２号（労働組合法第２条第１号に規定する者の範囲の一部改

正）中…………………………………………………………………１０６７

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン川之江 川之江市妻鳥町１１３６
番地１

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻 午前１０時 午前９時 平成１５年

１０月１日
平成１５年
９月２９日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時２０分から
午後１０時３０分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

荷さばき施設において荷さ
ばきを行うことができる時
間帯

午前７時３０分から
午後６時まで

午前６時から
午後６時まで

ヴェスタ川之江店 川之江市川之江町１８
９６番地１

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前９時３０分

閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時から
午後９時３０分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

荷さばき施設において荷さ
ばきを行うことができる時
間帯

午前７時から
午後４時まで

午前６時から
午後６時まで
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ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１９４７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

西条地方局産業経済部商工労政課並びに伊予三島市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに伊予三島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１９４８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

西条地方局産業経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン新居浜 新居浜市新須賀町二
丁目５５５番地１

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時

閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

平成１５年
１０月１日

平成１５年
９月２９日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時から
午後１２時まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

荷さばき施設において荷さ
ばきを行うことができる時
間帯

午前８時から
午後５時まで

午前６時から
午後６時まで

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ三島店 伊予三島市中央一丁
目字陣屋１９２８番地１

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前９時３０分

閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

平成１５年
１０月１日

平成１５年
９月２９日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時から
午後９時３０分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

荷さばき施設において荷さ
ばきを行うことができる時
間帯

午前７時３０分から
午後６時まで

午前６時から
午後６時まで
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する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１９４９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

西条地方局産業経済部商工労政課並びに西条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１９５０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

宇和島地方局産業経済部商工労政課並びに広見町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン西条 西条市新田字北新田
２３５番地

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時

閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

平成１５年
１０月１日

平成１５年
９月２９日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時から
午後９時３０分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

フジ西条店 西条市登り道１５８５番
地２

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前９時３０分

閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時３０分から
午後９時３０分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

荷さばき施設において荷さ
ばきを行うことができる時
間帯

午前８時から
午後９時まで

午前６時から
午後６時まで
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２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び宇和島地方局産

業経済部商工労政課並びに広見町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１９５１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

西条地方局産業経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ広見店 北宇和郡広見町近永
３９０番地

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前９時３０分

閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

平成１５年
１０月１日

平成１５年
９月３０日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時３０分から
午後９時まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

荷さばき施設において荷さ
ばきを行うことができる時
間帯

午前８時から
午後５時まで

午前６時から
午後６時まで

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ本郷 新居浜市本郷一丁目
８８９番地１

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時

閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

平成１５年
１０月１日

平成１５年
９月２９日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４５分から
午後９時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

パルティ・フジ東田 新居浜市東田二丁目
１３３７番地２

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時

閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４５分から
午後９時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで
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�愛媛県告示第１９５２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

西条地方局産業経済部商工労政課並びに西条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１９５３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

西条地方局産業経済部商工労政課並びに東予市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに東予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ西条玉津店 西条市玉津５６４番地
１

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時

閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

平成１５年
１０月１日

平成１５年
９月２９日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４５分から
午後９時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ東予店 東予市三津屋南２番
地２５

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時

閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

平成１５年
１０月１日

平成１５年
９月２９日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４５分から
午後９時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで
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� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１９５４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

今治地方局産業経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業

経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１９５５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

八幡浜地方局産業経済部商工労政課並びに八幡浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン今治 今治市東門町五丁目
８４０番地１１７

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時

閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

平成１５年
１０月１日

平成１５年
９月２９日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４５分から
午後９時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

パルティ・フジ今治 今治市小泉四丁目５
番地１

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時

閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４５分から
午後９時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ八幡浜店 八幡浜市江戸岡１２５２
番地９

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前９時３０分

閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１０時

平成１５年
１０月１日

平成１５年
９月３０日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時１５分から
午後９時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで
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�愛媛県告示第１９５９号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に

規定する平成１５年度の事業計画及び調査成果のシステム化の

実施のための同年度における事業計画を次のとおり定めた。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び八幡浜地方局産

業経済部商工労政課並びに八幡浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１９５６号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９５７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９５８号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３０００９９１１２ 有限会社しらさぎ 大洲市平野町野田２７
５１番地２ 三 瀬 久美子 児童居宅介護

ヘルパーステーショ
ンしらさぎ宇和島事
業所

宇和島市川内字大黒
田甲２０９６番地２

平成１５年
１０月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１１２１１５ 社会福祉法人中島町社会福祉協議会
温泉郡中島町大字大
浦３０８１番地２ 忽 那 正二郎 身体障害者居

宅介護
社会福祉法人中島町
社会福祉協議会指定
居宅介護事業所

温泉郡中島町大字大
浦３０８１番地２

平成１５年
１０月１日

３８０００１００１１３１１３ 有限会社しらさぎ 大洲市平野町野田２７
５１番地２ 三 瀬 久美子 身体障害者居

宅介護
ヘルパーステーショ
ンしらさぎ宇和島事
業所

宇和島市川内字大黒
田甲２０９６番地２

平成１５年
１０月１日

３８０００１００１１４１１１ 株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目
２４番３８号 寺 川 駿 身体障害者居

宅介護
株式会社悠遊社大洲
事業所 大洲市若宮４６７－１１ 平成１５年

１０月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１２８１１０ 社会福祉法人中島町社会福祉協議会
温泉郡中島町大字大
浦３０８１番地２ 忽 那 正二郎 知的障害者居

宅介護
社会福祉法人中島町
社会福祉協議会指定
居宅介護事業所

温泉郡中島町大字大
浦３０８１番地２

平成１５年
１０月１日

３８０００２００１２９１１８ 有限会社しらさぎ 大洲市平野町野田２７
５１番地２ 三 瀬 久美子 知的障害者居

宅介護
ヘルパーステーショ
ンしらさぎ宇和島事
業所

宇和島市川内字大黒
田甲２０９６番地２

平成１５年
１０月１日

３８０００２００１３０１４０ 社会福祉法人宇和島福祉協会
宇和島市三浦東４１２２
番地４ 緒 賀 正 輝 知的障害者地

域生活援助
グループホームすま
いる

北宇和郡松野町豊岡
８９９番地

平成１５年
１０月１日

３８０００２００１３１１１４ 株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目
２４番３８号 寺 川 駿 知的障害者居

宅介護
株式会社悠遊社大洲
事業所 大洲市若宮４６７－１１ 平成１５年

１０月１日
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�愛媛県告示第１９６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、重信町田窪土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

門田地区）の施行を平成１５年９月２５日認可した。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９６１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、川内町南方土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

八幡地区）の施行を平成１５年９月２５日認可した。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１９６２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、川内町北方土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

上海上地区）の施行を平成１５年９月２５日認可した。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９６３号
伊予三島市寒川町土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

大倉地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（

昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・大倉地区）計画書の写し

� 伊予三島市寒川町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１０月１４日から１１月１１日まで

３ 縦覧場所

伊予三島市役所
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�愛媛県告示第１９６４号
伊予三島市中央土地改良区から認可申請のあった新たな土

地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・具

定地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第

８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供す

る。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・具定地区）計画書の写し

� 伊予三島市中央土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１０月１４日から１１月１１日まで

３ 縦覧場所

伊予三島市役所
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�愛媛県告示第１９６５号
土居町小林土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・北本郷

揚水地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（

昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・北本郷揚水地区）計画書の写し

� 土居町小林土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１０月１４日から１１月１１日まで

３ 縦覧場所

土居町役場
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�愛媛県告示第１９６６号
土居町土居土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・下飯武

揚水地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（

昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

松 山 市 古川北の一部 平成１６年３月３１日まで地籍調査（概況調査）

宇 和 島 市 大字坂下津の一
部 平成１６年３月３１日まで地籍調査

大 洲 市 大字柳沢の一部 平成１６年３月３１日まで数値情報化

重 信 町 大字山之内の一
部 平成１６年３月３１日まで地籍調査

川 内 町
大字則之内の一
部
大字河之内の一
部

平成１６年３月３１日まで

〃

地籍調査

〃

柳 谷 村 大字西谷の一部
外 平成１６年３月３１日まで数値情報化

松 前 町 大字恵久美外 平成１６年３月３１日まで数値情報化

津 島 町 大字高田の一部
外 平成１６年３月３１日まで数値情報化
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い排水）・下飯武揚水地区）計画書の写し

� 土居町土居土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１０月１４日から１１月１１日まで

３ 縦覧場所

土居町役場
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�愛媛県告示第１９６７号
土居町長津土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・八日市

揚水地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（

昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・八日市揚水地区）計画書の写し

� 土居町長津土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１０月１４日から１１月１１日まで

３ 縦覧場所

土居町役場
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�愛媛県告示第１９６８号
東予市河原津土地改良区から認可申請のあった土地改良事

業（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準

用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 東予市河原津土地改良区土地改良事業（維持管理）計

画書の写し

� 東予市河原津土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１０月１４日から１１月１１日まで

３ 縦覧場所

東予市役所

�������
�愛媛県告示第１９６９号
菊間町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・中井出地区）の施行は、適当

と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい

排水）・中井出地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１０月１４日から１１月１１日まで

３ 縦覧場所

菊間町役場
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�愛媛県告示第１９７１号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定に基づ

き事業の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 起業者の名称

津島町

２ 事業の種類

北灘公民館建設事業

３ 起業地

� 収用の部分

愛媛県北宇和郡津島町北灘字新田地内

� 使用の部分

なし

４ 事業の認定をした理由

平成１５年９月４日に、津島町から申請のあった本件事業

に関する事業認定の理由は、以下のとおりである。

� 土地収用法第２０条第１号の要件への適合性について

本件事業は、土地収用法第３条第２２号に掲げる「社会

教育法（昭和２４年法律第２０７号）による公民館」に関す

る事業に該当する。

�愛媛県告示第１９７０号
家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第１８条及び第３２条の規定により、家畜人工授精師の免許証を次のとおり交付した

。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

免 許
番 号

免 許
年 月 日

家 畜
の

種 類
免 許
資 格 本 籍 地 現 住 所 氏 名

生 年 月 日

第１７７３号 平成１５年１０月１０日 牛 家畜人工授精
の業務 香 川 県 周桑郡丹原町願連寺２０８番地１ 寺 井 智 子

昭和５５年１月２２日
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このため、本件事業は、土地収用法第２０条第１号の要

件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第２号の要件への適合性について

社会教育法第２１条第１項において、「公民館は市町村

が設置する」と規定されていることから、本件事業の起

業者である津島町は、本件事業を施行する権能を有する

と認められる。

また、起業者は本件事業の実施年度に必要となる工事

費、用地補償費等の予算を計上及び計上予定しており、

本件事業が施行されることは確実と認められる。

以上により、本件事業は、土地収用法第２０条第２号の

要件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第３号の要件への適合性について

本件事業は、津島町の北灘地区の住民を対象とした公

民館を移転新築するものである。

ア 本件事業は、生涯学習等の拠点施設を整備すること

により、地区住民の教養や芸術文化活動の向上、健康

の増進を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に

寄与するものであり、本件事業の施行により得られる

利益は、相当程度存在すると認められる。

イ 一方、本件事業の施行により失われる利益として周

辺環境への影響が考えられるが、事業の規模が環境影

響評価の対象事業となるような規模ではないことから

、周辺環境への影響は極めて小さいものと考えられる

。

よって、本件事業の施行により失われる利益は軽微

であると認められる。

ウ 本件事業に係る起業地の選定に当たっては、自然的

条件、社会的条件、経済的条件及び工事施行等の技術

的条件による３案の候補地の比較検討を行い、総合的

に最も優れた案を採用しているものと認められる。

また、本件事業に係る起業地の範囲は、必要最小限

に限定されているものと認められる。

エ アで述べた得られる利益とイで述べた失われる利益

を比較衡量した結果、本件事業の施行により得られる

利益が失われる利益に優越すると認められるとともに

、ウで述べたように、本件事業の起業地は他の候補地

と比較して最も適切であると認められる。

以上により、本件事業は、土地収用法第２０条第３号の

要件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第４号の要件への適合性について

本件事業は、地区住民の多様なニーズに総合的にこた

え、地区住民の生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄

与するとともに、地域の活動拠点として、地区住民の強

い要望に基づき整備するものであり、土地を収用する公

益上の必要があると認められるため、土地収用法第２０条

第４号の要件を充足すると判断される。

� 結論

�から�までにおいて述べたように、本件事業は土地
収用法第２０条各号の要件を充足するものと判断される。

５ 土地収用法第２６条の２の規定に基づく図面の縦覧場所

津島町役場

�愛媛県告示第１９７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９７３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上尾峠久万線
伊予郡広田村満穂４２番地先から

同村満穂６０番地先まで

旧 ３．９～２７．０ ０．０９９

新 ７．２～２７．０ ０．０９９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 八幡浜宇和線
八幡浜市釜倉２番耕地６２５番１１から

同市釜倉２番耕地５５５番１地先まで

旧 １６．４～３９．０ ０．１６５

新 ２０．４～１４７．６ ０．１６５
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�愛媛県告示第１９７７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条及び愛媛県都

市計画公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１号）第２条の規

定により、次のとおり公聴会を開催する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成１５年１０月２７日（月）午後２時から

２ 場所 西条市喜多川７９６番地の１

西条地方局７階第１・２会議室

３ 公聴会の案件及びその概要

� 案件

東予広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の

案について

川之江都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の案

について

伊予三島都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の

案について

土居都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の案に

ついて

� 案件の概要

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画

区域マスタープラン）は、一体の都市として整備、開発

及び保全すべき区域として定められる都市計画区域全域

を対象として、愛媛県が広域的な見地から、長期的視点

に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けた大

きな道筋を明らかにするため、区域区分の有無をはじめ

とした都市計画の基本的な方針を定めたものである。

４ 公述の申出等

� 公述の申出

公聴会に出席して意見を述べようとする者（当該都市

計画区域内市町村の住民及び利害関係者に限る。）は、

意見の要旨及びその理由並びに住所氏名を記載した書面

を知事に提出すること。

� 申出の期限

平成１５年１０月２２日（水）まで

� 問い合わせ先

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市計画課

（電話 ０８９―９１２―２７３８）

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 八幡浜宇和線
八幡浜市釜倉２番耕地６２５番１１から

同市釜倉２番耕地５５５番１地先まで
平成１５年１０月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡日吉村大字父野川上１３９１番５から

同大字１３９９番６まで

旧 ３．０～６．０ ０．０５６

新 ９．５～１５．５ ０．０５６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡日吉村大字父野川上１３９１番５から

同大字１３９９番６まで
平成１５年１０月１０日

��������������
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�愛媛県告示第１９７８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条及び愛媛県都

市計画公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１号）第２条の規

定により、次のとおり公聴会を開催する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成１５年１０月２８日（火）午後２時から

２ 場所 今治市旭町１丁目４番地９

今治地方局４階大会議室

３ 公聴会の案件及びその概要

� 案件

今治広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の

案及び今治広域都市計画区域の区域区分の案について

菊間都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の案に

ついて

� 案件の概要

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画

区域マスタープラン）は、一体の都市として整備、開発

及び保全すべき区域として定められる都市計画区域全域

を対象として、愛媛県が広域的な見地から、長期的視点

に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けた大

きな道筋を明らかにするため、区域区分の有無をはじめ

とした都市計画の基本的な方針を定めたものである。

４ 公述の申出等

� 公述の申出

公聴会に出席して意見を述べようとする者（当該都市

計画区域内市町村の住民及び利害関係者に限る。）は、

意見の要旨及びその理由並びに住所氏名を記載した書面

を知事に提出すること。

� 申出の期限

平成１５年１０月２３日（木）まで

� 問い合わせ先

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市計画課

（電話 ０８９―９１２―２７３８）

�������
�愛媛県告示第１９７９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条及び愛媛県都

市計画公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１号）第２条の規

定により、次のとおり公聴会を開催する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成１５年１１月４日（火）午後２時から

２ 場所 松山市北持田町１３２番地

松山地方局７階大会議室

３ 公聴会の案件及びその概要

� 案件

松山広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の

案及び松山広域都市計画区域の区域区分の案について

久万都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の案に

ついて

� 案件の概要

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画

区域マスタープラン）は、一体の都市として整備、開発

及び保全すべき区域として定められる都市計画区域全域

を対象として、愛媛県が広域的な見地から、長期的視点

に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けた大

きな道筋を明らかにするため、区域区分の有無をはじめ

とした都市計画の基本的な方針を定めたものである。

４ 公述の申出等

� 公述の申出

公聴会に出席して意見を述べようとする者（当該都市

計画区域内市町村の住民及び利害関係者に限る。）は、

意見の要旨及びその理由並びに住所氏名を記載した書面

を知事に提出すること。

� 申出の期限

平成１５年１０月３０日（木）まで

� 問い合わせ先

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市計画課

（電話 ０８９―９１２―２７３８）
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�愛媛県告示第１９８０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条及び愛媛県都

市計画公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１号）第２条の規

定により、次のとおり公聴会を開催する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成１５年１１月５日（水）午後２時から

２ 場所 八幡浜市北浜１丁目３番３７号

八幡浜地方局７階中会議室

３ 公聴会の案件及びその概要

� 案件

大洲都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の案に

ついて

八幡浜都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の案

について

長浜都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の案に

ついて

内子都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の案に

ついて

保内都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の案に

ついて

三瓶都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の案に

ついて

宇和都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の案に

ついて

野村都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の案に

ついて

� 案件の概要

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画

区域マスタープラン）は、一体の都市として整備、開発

及び保全すべき区域として定められる都市計画区域全域

を対象として、愛媛県が広域的な見地から、長期的視点

に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けた大

きな道筋を明らかにするため、区域区分の有無をはじめ
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とした都市計画の基本的な方針を定めたものである。

４ 公述の申出等

� 公述の申出

公聴会に出席して意見を述べようとする者（当該都市

計画区域内市町村の住民及び利害関係者に限る。）は、

意見の要旨及びその理由並びに住所氏名を記載した書面

を知事に提出すること。

� 申出の期限

平成１５年１０月３１日（金）まで

� 問い合わせ先

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市計画課

（電話 ０８９―９１２―２７３８）
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�愛媛県告示第１９８１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条及び愛媛県都

市計画公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１号）第２条の規

定により、次のとおり公聴会を開催する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成１５年１１月６日（木）午後２時から

２ 場所 宇和島市天神町７番１号

宇和島地方局７階第２会議室

３ 公聴会の案件及びその概要

� 案件

南予レクリエーション都市計画区域の整備、開発及び

保全の方針の案について

広見都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の案に

ついて

� 案件の概要

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画

区域マスタープラン）は、一体の都市として整備、開発

及び保全すべき区域として定められる都市計画区域全域

を対象として、愛媛県が広域的な見地から、長期的視点

に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けた大

きな道筋を明らかにするため、区域区分の有無をはじめ

とした都市計画の基本的な方針を定めたものである。

４ 公述の申出等

� 公述の申出

公聴会に出席して意見を述べようとする者（当該都市

計画区域内市町村の住民及び利害関係者に限る。）は、

意見の要旨及びその理由並びに住所氏名を記載した書面

を知事に提出すること。

� 申出の期限

平成１５年１１月４日（火）まで

� 問い合わせ先

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市計画課

（電話 ０８９―９１２―２７３８）

公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

ミリ波ネットワークアナライザの購入

� 購入物品名及び数量

ミリ波ネットワークアナライザ一式（ミリ波ネットワ

ークアナライザ本体一式、誘電体レンズ付きホーンアン

テナ一式、附属機器一式、制御用パソコン一式、操作ト

レーニング一式、搬入、据付け、配線、調整等一式）

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成１６年３月３１日

� 納入場所

愛媛県工業技術センター

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「機械器具類」について平

成１４年度及び平成１５年度の製造の請負等に係る一般競争入

�愛媛県告示第１９８２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局伊土検（開）第２７号

平成１５年９月２４日
伊予市上野字不老１２９２番１

大阪市淀川区東三国三丁目１２番７２号
東三国社宅３０５号
野 嶌 増 夫
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札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項

に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 納入期限までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわ

たり円滑に実施できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課用品調達係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９４１―２１１１ 内線 ３０３４

� 入札書の受領期限

平成１５年１１月２１日（金）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１５年１１月２１日（金）午後２時

愛媛県総務部管理局総務管理課会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be purchased：
Millimeter Wave Netwark Analyzers，１sets

� Time limit of tender：２：００p．m．，２１ November２００３
� For further information，please contact： Supplies
Procurement Section，General Administration Division，
General Affairs Department，Ehime Prefectural Government，
４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan
TEL０８９―９４１―２１１１ Ext３０３４
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１５年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

通信機器の借入れ

� 借入物品名及び数量

通信機器一式（ハードウェア一式、ソフトウェア一式

、搬入、据付け、配線、調整等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成１６年１月１日から３月３１日まで

� 借入場所

知事が指定する場所

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成

１５年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格

を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備さ

れていることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されている

ことを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部総務室会計課調度第一係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線 ２２３１

� 入札書の受領期限

愛 媛 県 報平成１５年１０月１０日 第１４９９号
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平成１５年１１月２１日（金）午前１１時００分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１５年１１月２１日（金）午前１１時００分

愛媛県警察本部第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be leased：
Network Equipment，１ set

� Time limit of tender：１１：００ a．m．，２１ November
２００３

� For further information，please contact： Supplies
Procurement Section，Finance Division，Administration
Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，
２―２Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３
Japan
TEL０８９―９３４―０１１０ Ext２２３１

正 誤

�正 誤

平成１５年９月３０日付け第１４９６号愛媛県地方労働委員会告示

第２号（労働組合法第２条第１号に規定する者の範囲の一部

改正）中

ページ 箇 所 誤 正

１０２２ 下から１０行目 表を次のように
定める

表を次のように
改める

１０２２
表の労働組合法第２条第
１号に規定する者欄中１
段目上から４行目

財政課 財務課
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